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Ｑ
＆
Ａ　

よ
く
あ
る
質
問

Ｑ
：
限
度
額
認
定
証
の
申
請
を
し
な

　
　

か
っ
た
場
合
は
、
窓
口
で
の
負

　
　

担
は
ど
う
な
る
？

Ａ
：
未
申
請
の
場
合
、
医
療
費
の
窓

　
　

口
で
の
支
払
い
に
限
度
は
な
く

　
　

な
り
ま
す
。
所
得
に
応
じ
て
設

　
　

定
さ
れ
て
い
る
上
限
額
を
超
え

　
　

た
分
は
、
後
日
、
高
額
療
養
費

　
　

の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く

　
　

だ
さ
い
。

Ｑ
：
70
歳
以
上
の
「
低
所
得
者
Ⅰ
」

　
　

の
区
分
に
該
当
す
る
の
は
、
ど

　
　

の
よ
う
な
場
合
な
の
？

Ａ
：
例
え
ば
、
公
的
年
金
だ
け
で
生

　
　

活
し
て
い
る
家
族
で
、
そ
れ
ぞ

　
　

れ
の
年
金
収
入
が
80
万
円
に
満

　
　

た
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
区
分

　
　

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
は
通
帳
と

届
出
印
を
持
っ
て
、

町
指
定
金
融
機
関
に

直
接
申
し
込
む
の
よ
。

今
月
ピ
ン
チ
だ
か
ら

相
談
し
に
い
か
な
い
と

国
保
の
お
は
な
し

健
康
は
誰
も
が
持
つ
願
い
で
す
。
し
か
し
、
あ
る
日
突
然
私
た
ち
を
襲
う
病
気
や
け
が
。

そ
ん
な
時
、
皆
さ
ん
の
力
に
な
り
支
え
て
く
れ
る
の
が
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
す
。

今
月
号
で
は
、
限
度
額
認
定
証
や
国
保
税
の
こ
と
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
町
民
生
活
課

　

国
保
年
金
係

　

☎（
62
）２
１
１
４

国民健康保険には、さまざ
まな制度があるんだね。
分からないことがあれば、
町民生活課国保年金係に問
い合わせてみようっと。

その２

所
得
に
応
じ
て
負
担
区
分
を
再
判
定

し
ま
す
）。

　

ま
た
、
非
課
税
世
帯
【
世
帯
の
国

保
加
入
者（
擬
制
世
帯
主
含
む
）全

員
の
住
民
税
が
非
課
税
】
に
は
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
保
険
診
療
の

一
部
負
担
金
が
限
度
額
ま
で
と
な

り
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ

ま
す
【
表
１
】

高
齢
受
給
者
証
も
８
月
に

更
新
さ
れ
ま
す

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
に
交
付

さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
は
、
前

年
の
所
得
に
よ
っ
て
負
担
割
合（
２

割
ま
た
は
３
割
）を
判
定
し
、
毎
年

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
７
月
下
旬
に
世
帯

主
宛
て
に
郵
送
し
ま
し
た
。
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
が
お
手
元
に
届
い
て

い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
こ
の
受

給
者
証
を
保
険
証
と
一
緒
に
医
療
機

関
な
ど
に
提
示
す
る
こ
と
で
、入
院
・

外
来
と
も
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

国
保
税
は
納
期
限
内
に

　

国
保
税
は
、
７
月
か
ら
翌
年
２
月

ま
で
の
８
回
で
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
国
保
税
の
未
納
が
続
く

と
、
有
効
期
間
の
短
い
保
険
証
や
、

窓
口
の
支
払
い
で
医
療
費
の
全
額
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
資
格
証
明
書

な
ど
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
期
限
ま
で
の
納
付
が
困
難
な
と

き
は
、
早
め
に
税
務
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

国
保
税
の
納
付
は
口
座
振

替
が
便
利
で
す

　

国
保
税
の
納
付
に
は
、
ぜ
ひ
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振

替
な
ら
、
国
保
税
を
納
め
に
行
く
手

間
が
省
け
る
だ
け
で
な
く
、
納
め
忘

れ
の
心
配
も
な
い
の
で
安
心
・
便
利
・

確
実
で
す
。
一
度
手
続
き
を
す
る
だ

け
で
、
翌
年
度
以
降
も
自
動
的
に
継

続
さ
れ
ま
す
。

国
保
税
に
は
負
担
軽
減

措
置
が
あ
り
ま
す

　

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
や

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
を
さ
れ

た
人
に
対
し
て
、
離
職
し
た
本
人
の

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30

の
額
と
み
な
し
て
、
国
保
税
を
計
算

す
る
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○
軽
減
対
象
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
（
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
は
そ
の
時
点
ま
で
）

○
対
象
者

　

雇
用
保
険
法
の
特
定
受
給
資
格
者

お
よ
び
特
定
理
由
離
職
者

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職

理
由
の
コ
ー
ド
が
「
11
・
12
・
21
・

22
・
23
・
31
・
32
・
33
・
34
」
の
人

で
す
（
離
職
時
点
で
65
歳
以
上
の
人

お
よ
び
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
の
な

い
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

②
印
鑑

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

所得区分 １カ月の自己負担限度額 入院時の１食の
食事負担

ア：年間所得 901 万円超 252,600 円＋（医療費 -842,000 円）×１％『140,100 円』 360 円
イ：年間所得 600 万円～ 901 万円 167,400 円＋（医療費 -558,000 円）×１％『93,000 円』 360 円
ウ：年間所得 210 万円～ 600 万円 80,100 円＋（医療費 -267,000 円）×１％『44,400 円』 360 円
エ：年間所得 210 万円以下 57,600 円『44,400 円』 360 円
オ：住民税非課税者 35,400 円『24,600 円』 210 円（※）

（※）過去 12 カ月間で入院日数が 90 日を超えると 160 円になります。詳しくは国保年金係の窓口に問い合わせてください。
・『　』内は、過去 12 カ月間に１つの世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。
・入院時の食事負担や差額ベッド代などは、自己負担限度額に含まれません。

● 70 歳未満の人

● 70 歳以上（高齢受給者）の人

【表１】

所得区分 １カ月の自己負担限度額 入院時の１食の
食事負担外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者 44,400 円 80,100 円 +（医療費 -267,000 円）×１％『44,400 円』 260 円
一　　般 12,000 円 44,400 円 260 円

低所得者
（住民税非課税）

低Ⅱ
8,000 円

24,600 円 210 円（※）
低Ⅰ 15,000 円 100 円

窓
口
で
の
医
療
費
負
担
が

限
度
額
ま
で
に
な
る
に
は

　　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
窓
口
負
担
が
限
度

額
（
表
１
）
ま
で
に
な
り
ま
す
。
入

院
の
予
定
が
あ
る
人
、
外
来
で
の
医

療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
人
な
ど

は
、
事
前
に
国
保
年
金
係
の
窓
口
に

申
請
し
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
申
請
し
た
月
の
初
日
か

ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
に
は
、
保
険
証
と
印
鑑
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
、
国
保
税
に
滞

納
が
な
い
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま

す
。

８
月
は
限
度
額
認
定
証
の

更
新
月
で
す

　

有
効
期
限
が
平
成
28
年
７
月
31
日

ま
で
の
認
定
証
を
持
っ
て
い
て
も
、

引
き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、

新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
（
前
年
の

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か

ら
傷
病
を
受
け
た
と
き
は

　

交
通
事
故
を
は
じ
め
、
第
三
者
の

行
為
に
よ
っ
て
傷
病
を
受
け
た
場

合
、
医
療
費
は
本
来
加
害
者
が
支
払

う
も
の
で
す
が
、
届
け
出
に
よ
り
国

保
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。一
時
的
に
国
保
が
立
て
替
え
て
、

あ
と
か
ら
国
保
が
加
害
者
に
費
用
の

請
求
を
行
い
ま
す
。

　

国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き
に
は

必
ず
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
仕
事
中
の
け
が
は
、
労
働

災
害
保
険（
労
災
）の
対
象
に
な
る

の
で
、
国
民
健
康
保
険
で
治
療
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ぼ
く
は
地
元
へ
Ｕ

タ
ー
ン
す
る
た
め

に
退
職
し
た
か

ら
、
負
担
軽
減
措

置
は
受
け
ら
れ
な

い
ね
。

交通事故以外の第三
者行為ってどんなも
のがあるの？

他人の犬にかまれた
とか、スキーの接触
事故などが考えられ
るわ。


